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インボイス制度の登録申請が 

令和３年１０月１日より 

受付開始！ 

 

 

国税庁は、令和５年１０月１日より、消費税の

仕入税額控除の方式としてインボイス制度が

導入されることから、「適格請求書発行事業

者」になるための登録申請手続きに係る詳細

情報を、同庁ホームページに公表しておりま

す。 

 インボイス制度とは、複数税率に対応した 

仕入税額控除の方式として導入されるもので、

仕入税額控除の要件として、原則、適格請求

書発行事業者から交付を受けた適格請求書

（インボイス）の保存が必要になります。 

 

 インボイスを発行できる「適格請求書発行事

業者」になるためには、登録申請書を提出し、

登録を受ける必要があります。 

 なお、適格請求書とは、以下の事項が記載

された書類等をいいます。 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及

び登録番号 

②課税資産の譲渡等を行った年月日 

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の

内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の

譲渡等である場合には、資産の内容及び軽

減対象資産の譲渡等である旨） 

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価

額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤税率ごとに区分した消費税額等 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名

称、の各事項が記載された請求書や納品書、

領収書、レシート等 

 

 現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税

率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類や

データをいいます。 

 登録申請書の提出ができるのは、令和３年 10 月  

１日以降で、登録申請手続きはｅ－Ｔａｘで行うことも

でき、個人事業者はスマートフォンからも申請が可能

です。 

 

 なお、相手方から交付を受けた請求書等が適格請

求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格

請求書発行事業者の情報については、同庁ホーム

ページ「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表さ

れることになっております。 

 また、インボイス制度に関しては、全国どこからでも

参加可能なオンライン説明会を開催するほか、制度

に関する一般的な質問や相談は消費税軽減税率・ 

インボイス制度電話相談センターにおいても受け付

けておりますので、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


